
財団法人 熊本放送文化振興財団 助成事業規定 

 

（助成事業の目的） 

第１条 当法人は熊本県における教育・文化及び学術振興のため、芸術・文化の振興又は教育の普及・ 

振興に活躍する個人又は団体への助成を行うものとする。 

（募集） 

第２条 助成対象者を広く募るため、毎事業年度年２回ホームペイジにおいて募集要項を掲載する。 

（申込） 

第３条  助成を受けたいと思うものは、助成申込書に必要事項を記載し、所定の締め切りまでに事務局 

に郵送で申し込むこととする。 

（選定方法） 

第４条 助成対象は、選定委員会で審査の結果をうけ、理事会で決定する。 

（助成選定委員会） 

第５条 選定委員会は、理事長、評議員、事務局の他次項の定めに基づいて選任された外部委員２名の合計５名 

 で構成し、助成選定において外部委員１名の賛成を要するものとする。 

 ２ 選定委員会の外部委員は、次の事項に該当しない者を理事会において選任する。 

 （１）助成申請者と直接利害関係のない者 

 ３ 助成選定委員と直接利害関係のある者が、助成申請者となった場合には、当該助成申請 

      の助成選定に関し当該助成選定委員は選定に関与できない。 

（選定基準） 

第６条 選定委員会は、下記評価の要素をもとにして助成の有無、助成額を審査するものとする。 

 （１） 活動の目的及び内容が明確であること 

 （２） 予算積算が適切であること 

 （３） 活動に芸術創造性又は教育向上性があること 

 （４） 活動内容に実現性があること 

 （５） 助成の緊要度が高い活動であること 

 （６） 活動に地域性があること 

（選定決定・通知） 

第７条 助成の決定は、選定委員会の審査結果を十分に尊重した上で直後の理事会で行うものとする。 

 ２ 事務局は助成の決定後、速やかに助成決定者に郵送で報告する。 

 ３ 決定した助成事業についてホームペイジで下記項目を公開する。 

 （１） 団体名 

 （２） 事業名 

 （３） 助成金額 

（事業報告） 

第８条 助成を受けたものは、事業終了後２ヶ月以内に当財団に事業報告を行うものとする。 

 ２ 前項の報告は、５年間ホームペイジで公開するものとする。 
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ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ        

団体名  設立年月 年      月 

事業名  
団体人数    人 

代表者名 
 

申請日 年  月  日      

       人 

電 話 
  （           ）        － 

（           ）        － 

 

e-mail  

活 動 内 容 

活動の概要（詳細）、実施の規模、助成金の使途など具体的に記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

活動経 

費概算 

（ 千 円 ）       

総 額         （内訳）設備備品費 人 件 費           消 耗 品 費            そ の 他         

     

助成希望金額            円   審査結果 しない・する（       円） 
 

(注)本申込書にご記入いただいた個人情報は助成選考手続きに関することにのみ使用いたします。 

  また、助成を受けられた際には新聞等への公表を含め、当財団の広報活動にも利用させていただく 

場合がございますのでご了承ください。 

 


